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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社の企業理念（パーパス）は、「見えないものを見える化し、社会に新たな価値を生み出す」というものです。これまでも、これからも大崎電気グ
ループは事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

　当社は、この企業理念（パーパス）のもと、株主をはじめとするステークホルダーの利益を重視し、永続的な企業価値の最大化を実現していくうえ
で、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要な経営課題であると認識しております。今後も一層の経営の効率性、透明性を高め、公正な経
営の実現に取り組んでいきます。　

　なお、コーポレート・ガバナンスの基本方針については、当社ウェブサイト（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance.ht
ml）に掲載しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コード（2021年６月11日改訂）の各原則について、すべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、政策保有株式（注）については、（１）取引関係の確立・維持・強化、（２）経済的合理性、（３）当社経営方針との整合性等の各事項を総
合的に勘案し、保有目的の合理性を検討したうえで保有しております。

　上場株式の政策保有の合理性については、取締役会において毎年具体的な精査・検証を行っており、保有合理性がないと判断された銘柄につ
いては、株価や市場動向等を考慮したうえで適時売却し縮減してまいります。

　なお、当社は中期経営計画（2024～2026年度）において、2024年3月末時点の連結ベース比で30％（20億円程度）削減することを目標とし、2024
～2025年度の累計で12.1億円削減しております。

　上場する政策保有株式の議決権行使については、上記の保有目的の合理性に加え、当社及び発行会社の中長期的な企業価値の向上に資す
るものであるか否かを基準として総合的に判断し実施しております。

　（注）政策保有株式とは、純投資以外の保有株式のうち子会社・関連会社株式を除いた株式をいいます。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　関連当事者間の取引については、当社及び株主共同の利益等を害することがないよう取引条件等を定め、法令の定めに基づき重要な取引につ
いては有価証券報告書等で開示しています。

　また、当社が取締役等と利益相反取引を行う場合は、法令及び当社取締役会規程に基づき、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、
その承認を得るものとしております。

【補充原則２－４①】

　当社グループでは、2024年4月に策定した「見えないものを見える化し、社会に新たな価値を生み出す」という企業理念（パーパス）のもと、持続
的な企業価値の向上を目指しております。当社グループは、創業以来続けてきた電力（エネルギー）を見える化する製品・サービスであるスマート
メーター事業を基軸としながらも、エネルギー以外のものを見える化し、社会課題を解決する 「ソリューション事業」を拡大しつつあります。今後は、

これまでにない事業領域へも果敢にチャレンジし、社会に役立つ新たな価値を生み出していくことに取り組んでおります。

　「ソリューション事業の拡大」や「新たな事業領域への挑戦」を実現するためには、性別や国籍など種々な属性を持つ人材が必要不可欠と認識し
ており、また、管理職への登用は、性別・国籍等の属性や採用時期によらず、能力や適性を踏まえ登用しております。

◇女性管理職について

　当社の女性管理職の比率は、2026年3月現在6.0%（2025年3月現在5.8%）となっており、2026年度末までの目標である6%を、１年前倒しで達成いた
しました。今後も2030年度末までの目標である10%達成に向けて、ターゲット人材の動機付け及び計画的育成による管理職登用また経験者採用に
よる登用により推進していくとともに、計画的育成により各資格における人材パイプラインの充実を図ってまいります。

◇外国人及び中途採用者の管理職について

　外国人及び中途採用者の管理職比率については、具体的な目標は設定しておりませんが、次の取り組みにより多様性の確保に努めておりま
す。

・グループ全体の人材構成として、既に外国人の割合が高く、各海外拠点においては管理職及び中核人材として活躍しております。

・当社において2025年度に2名の中途採用の管理職を採用し（2024年度は4名）、2026年3月現在の中途採用管理職比率は、38.8%（2025年3月現
在34.5%）となっております。今後も、事業戦略を実現するうえで、必要な職種並びにプロフェッショナル人材の獲得により、多様性を推進してまいり
ます。

◇多様性確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備に関する方針、実施状況、目標等は、有価証券報告書に記載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/library/securities.html）
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【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、確定給付企業年金制度と企業型確定拠出年金制度を導入しております。

　確定給付企業年金制度については、運用機関に対するモニタリング活動の実効性を確保し、アセットオーナーとしての機能が発揮できるように、
外部セミナー等の活用を通じて担当者の育成に取り組んでいます。

【原則３－１．情報開示の充実】

（ⅰ）企業理念（パーパス）、経営戦略、経営計画

　当社の企業理念については、当社ウェブサイト（https://www.osaki.co.jp/ja/profile/philosophy/purpose.html）に掲載しております。また、経営戦
略については、当社ウェブサイト（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/library/securities.html）に掲載の有価証券報告書の「経営方針、経営環境及び対
処すべき課題等」をご参照ください。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、当社ウェブサイトに掲載しております。

　（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance.html）

（ⅲ）取締役の報酬の決定の方針と手続

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針※という。）を定めており、当該決定方針は、委員の過半数を独立社
外取締役及び独立社外監査役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会決議にて決定しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性や妥当性を検討しており、取締役会も基本的
にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

　なお、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

　取締役の個人別の報酬額の具体的内容については、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の委任決議に基づき取締役会長CEO
（代表取締役）渡辺佳英及び取締役社長執行役員COO（代表取締役）渡辺光康の両氏が決定しております。委任の理由は、指名・報酬委員会の
審議を経て客観性や妥当性が確保されていることと、両氏が当社グループの経営環境や状況を最も熟知し総合的な判断が可能であると判断して
いるためであります。

※決定方針は、後述する【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（ⅳ）取締役・監査役候補者の指名の方針と手続

　当社は、委員の過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする指名・報酬委員会を設けております。

取締役・監査役候補者（再任を含む。以下同じ。）の指名に際しては、スキル（知識・能力・経験）、人格、職務遂行状況を総合的に判断して、代表
取締役が候補者を選定し、その選定の妥当性を同委員会で審議したうえで、取締役会において、同委員会の答申を踏まえ、選任議案を審議して
おります。

　また、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会の同意を得るものとしております。　

（Ⅴ）取締役・監査役候補指名の際の個々の説明

　社内取締役及び社内監査役候補者の選任理由は、当社ウェブサイト「第１０９、１１０、１１２回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類を
ご参照ください。

　（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html）

なお、社外取締役及び社外監査役候補者の選任理由は、各選任時における定時株主総会招集ご通知の他に、本報告書の「Ⅱ.１.【取締役関係】
会社との関係(2)」及び「Ⅱ.１.【監査役関係】会社との関係(2)」にも記載しております。

【補充原則３－１③】

　当社の取締役会は、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識して
おり、以下のとおり取り組んでおります。

（1）サステナビリティへの取り組み

　当社取締役会は、2021年12月に「サステナビリティ基本方針」を策定し、当社グループが取り組むべき社会課題のうち優先すべきマテリアリティ
（重要課題）を特定しました。2026年2月には外部環境の変化や投資家の皆様からご意見を踏まえマテリアリティの見直しを行い、新しいマテリアリ
ティのもとサステナビリティへの取り組みを進めております。また、2022年4月に取締役社長執行役員COOを委員長とするサステナビリティ推進委
員会を設立し、当社グループのサステナビリティへの取組みを一層強化しております。本委員会においては、当社グループのサステナビリティの
各取り組みを推進・評価し、その審議内容は、適宜取締役会へ報告する体制としております。

（2）ＴＣＦＤへの取り組み

　気候変動などの環境問題への対応は、事業活動のリスクの減少のみならず、当社が展開するエネルギー・ソリューションの収益機会にもつなが
る重要な経営課題と認識しております。2021年11月にはＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）による提言に賛同し、2022年5月よりTCFD
が推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に関する情報を開示しております。

（３）温室効果ガス削減に向けた取り組み

　当社は、近年ますます深刻化する気候変動問題に対応し、当社グループのサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量削減に取り組んでおり
ます。２０２５年３月には、当社の温室効果ガス排出削減に関する２０３０年目標はパリ協定が定める水準と整合していることがSBTi（Science Base

d Targets initiative）によって認定されました。

（４）サステナビリティに関する情報開示

　サステナビリティ基本方針、マテリアリティ及びその目標値、TCFD提言に基づく開示等については、当社ウェブサイトに掲載しております。

　(https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability.html)

（5）人的資本・知的財産

　当社グループは、社会における当社の存在意義であるパーパスを「見えないものを見える化し、社会に新たな価値を生み出す」と定義し、これを
経営理念として掲げております。

　あわせて、このパーパス・経営理念に基づく経営の実践を通じて当社が目指す中長期視点での「ありたい姿」（ビジョン）を「Global Energy Solutio

n Leader」と定義しております。

　このビジョンには、①製品単体の販売からシステム販売への転換。さらには、お客様への課題解決（ソリューション）の提供、②温室効果ガス排
出削減など地球規模の課題に向き合うエネルギーソリューションの提供、③世界中のお客様に新たな価値を提供し、世界市場で確固たる地位を
築くなどの思いが込められておりますが、その実現に向けては、従来の延長線上にはない新たな価値の創造が不可欠です。

　その価値創造を担う「人材」はまさに「人的資本」であり、人的資本が創出する企業価値の最大化に向けては、経営戦略と連動した人的資本戦
略の立案・実行が求められます。

　当社ではこうした基本的な考えにもとづき人材獲得、人材育成・能力開発、個が輝く職場環境づくりに取り組んでおります。

詳細につきましては、有価証券報告書に掲載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/library/securities.html）

知的財産については、中期経営計画の達成のためには特許を含む知的財産への取組が重要であると認識しております。2023年9月に策定した
「グループ知的財産基本方針」のもと、特許取得に関する制度や組織の整備、知的財産を強化すべき領域の検討、教育の実施、目標の設定な
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ど、各活動に取り組んでおります。2024年度には、職務発明制度を抜本的に改定し、発明者の貢献に対してより魅力的で公正なインセンティブを
提供する制度設計とすることにより、従業員の知的創造活動を一層促進する環境を整備しました。

【補充原則４－１①】

　当社の取締役会は、経営の公正性、透明性などを確保するため、業務執行取締役及び執行役員に対する監督機能を担う一方、法令及び取締
役会規程により取締役に委任することができない決議事項や重要な業務執行について意思決定を行います。

　上記の決議事項や重要な業務執行以外の意思決定及び業務執行については、各業務執行取締役及び執行役員に権限の委譲を行い、取締役
会はそれらの業務執行の状況の報告等を受け、適切に監督を行います。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、会社法で定める社外性の要件を充足するほか、その者の独立性を実質面で担保する
ため、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の独立性基準を策定しております。

　その内容は、当社ウェブサイトをご参照ください。

（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance/main/08/teaserItems1/01/linkList/0/link/Independent%20officers.pdf）

【補充原則４－１０①】

　当社は、委員の過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とし、委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。

　この委員会の役割は、以下の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に答申することとしております。

①取締役及び執行役員の選解任に関する事項

②代表取締役の選定及び解職に関する事項

③役付取締役及び役付執行役員の選定、選任及び解職、解任に関する事項

④後継者計画（育成含む。）に関する事項

⑤取締役及び執行役員の報酬制度及び報酬決定の方針に関する事項

⑥取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項

⑦取締役の報酬限度額に関する事項

⑧その他、取締役会が必要と判断した事項

　なお、審議・答申は、多様性やスキル（知識、能力、経験）、人格、業績などを総合的に判断して行われております。

【補充原則４－１１①】

　当社は、「中期視点での成長ストーリー」の実現に向け、海外計測制御事業の拡大、国内ソリューション事業の強化、並びにコーポレート・ガバナ
ンス及びリスクマネジメントの強化を重要課題としております。

　取締役会は、これらの課題に対し、経営陣への助言・監督を通じて迅速かつ中長期的な視点で意思決定を支える役割を担っており、その実効性
向上に継続して取り組んでおります。

　当社は、取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督機能を適切に発揮するためには、多様な視点及び専門性を備えた構成が不
可欠であると認識しております。ここでいう多様性とは、性別・年齢・国籍等の属性に加え、事業・技術・財務・法務・国際経験などの専門性や、企
業経営に関する経験・知見といったスキルの多様性を含みます。また、取締役会の規模については、機動的かつ実効性の高い意思決定と十分な
議論を両立できる水準を基本とし、当社の事業特性や経営課題に応じて適切な人数構成としております。

　これらの多様性及び規模を確保することにより、当社グループが直面する国内外の事業環境の変化や、中期経営計画に掲げる重点戦略に対
し、多面的かつ実効性の高い議論及び意思決定が可能となる体制の構築を目指しております。

　このような考え方のもと、当社は取締役及び監査役に求めるスキル（知識・能力・経験）を明確化し、スキル・マトリックスを刷新いたしました。 現

在の取締役及び監査役は、このスキル・マトリックスに基づき選任されており、取締役会全体として必要なスキルバランスと実効性が確保されてい
ると考えております。

　８分野のスキルの定義及び各取締役・監査役の保有スキルについては、当社ウェブサイト「第112回定時株主総会招集ご通知」記載の株主総会
参考書類をご参照ください。　

(https://www.osaki.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html）

【補充原則４－１１②】　

　当社の取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務又は職務に十分に振り向け
るため、当社以外に３社（業務執行取締役の場合は１社）を超えて、他の上場会社の取締役又は監査役を兼務しないものとします。

　また、当社の取締役及び監査役の兼務の状況は、有価証券報告書や招集通知などに開示します。

【補充原則４－１１③】　

　取締役会は、企業価値の持続的向上に向けて、毎年その実効性を分析・評価し、重要性原則に基づき改善に取り組む方針です。

◇当期の評価方法

　当期は、次期中期経営計画の策定時期であること、また「戦略関連の議論の在り方」が継続的課題として認識されていることを踏まえ、 「戦略の

策定・推進・検証における取締役会の役割」をテーマに、外部機関の支援を受けつつ、ディスカッション形式を中心に評価を実施しました。

◇過年度に認識した課題への対応状況

　取締役会は、過年度の評価で抽出された主な課題について、以下の通り改善を進めました。

（1）経営資源配分に関する議論の深化

　キャッシュアロケーション管理や人的資本戦略の検討を進め、中長期的な企業価値向上に資する経営資源配分の議論の深化に取り組んでおり
ます。

（2）中長期成長戦略の議論の深化

　当社は、「将来像の設定」及びその実現に向けた事業戦略、経営基盤戦略、成長投資、人的資本戦略等について、中長期成長の観点から継続
的に議論を深めております。特に、成長戦略の中核のひとつである海外計測制御事業については、事業環境、競争優位性、投資判断等に関し、
取締役会において継続的かつ踏み込んだ議論を行っており、これらは取締役会の監督機能を発揮しております。

◇認識した今年度の課題と対応方針

　取締役会は、今年度の評価において、以下の課題を認識し対応を進めます。

（1）戦略議論の機会の確保

　戦略上の重要テーマに関する年間アジェンダを整理、あわせて定例報告の効率化を進めることで、戦略議論の時間を拡充します。

（2）戦略議論の質の向上

　監督と執行の役割分担の明確化、会議体の役割整理、取締役会資料の論点提示等、議論の質の向上に資する取組みを進めます。

【補充原則４－１４②】　

　当社は、当社の取締役・監査役が当社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、当社の費用負担に
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て実施する取締役・監査役へのトレーニングの方針を以下のとおり定めます。

（１）新任取締役・新任監査役

　　　就任直後の外部セミナーの受講

　　　社内コーポレートガバナンス研修

（２）取締役・監査役

　　　最低年１回以上の外部専門家による会社法等セミナーの実施

　　　その他、有用なテーマのセミナー受講の奨励

（３）社外取締役・社外監査役

　 　上記に加え、就任直後については、当社の業務全般に係る社内研修（事業所見学を含む。）の実施

【原則５－１．株主と建設的な対話に関する方針】

（１） 基本的な考え方

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくために、会社情報の適切な開示及びステークホルダーの皆様との建設的対
話は極めて重要な経営課題であると認識しております。

　金融商品取引法等の諸法令や東京証券取引所の定める規則を遵守し、適時・適切かつ公平な情報開示を行うとともに、経営の効率性、透明性
を高めるため、上記の法令・規則等に該当しない情報であっても積極的かつ迅速な情報開示に努めます。

　また、株主・投資家の皆様と建設的な対話を行い、当社の経営方針への理解を得るとともに、対話において把握した意見を定期的に経営陣を含
む社内にフィードバックします。

（２）ＩＲの体制、対話の方法等

　当社は、グループ経営本部が窓口となり株主との建設的な対話を実施しております。取締役専務執行役員グループ経営本部長がＩＲ担当役員と
して全体を統括し、株主との対話にあたっております。

　ＩＲ担当部門としてコーポレートコミュニケーション部を設置し、経営戦略、経理財務、総務、営業、生産、技術開発等各部門と有機的に連携するこ
とで、株主、機関・個人投資家、証券アナリストの皆様との対話の充実に努めております。

（３）情報の管理　

　重要な会社情報の伝達については、当社グループのインサイダー取引管理規程に基づいて対応し、フェア・ディスクロージャーに努めます。

なお、決算発表日前１ヵ月間はサイレント期間とさせていただいており、同期間中は原則として決算に関連する情報の開示及び関連する質問への
回答などを控えることとしております。

（４）対話の実施状況

　当社は、決算説明会の四半期開催のほか、機関投資家・証券アナリストとの個別面談、個人投資家向けIRセミナーなどを通じて、国内外の株主
並びに投資家の皆様とのコミュニケーションを図っております。対話を通じてお寄せいただいたご意見や情報は、定期的に経営会議・取締役会メン
バーへ報告を行うほか、必要に応じて社内へも随時フィードバックをしております。実施状況の詳細につきましては、当社ウェブサイトの「主なIR活
動」に掲載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/policy.html）
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【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年5月12日

該当項目に関する説明

・当社のPBRは2025年度末で1倍を超える水準となりましたが、あくまで通過点であり、2026年度以降もROE、PERそれぞれの改善・向上に向けた
取り組みを進めてまいります。

・2025年度のROEは10％超となる一方で、2026年度のROEは8.5％となる見通しであり、早期の10％回復とさらなる向上を目指してまいります。

・PBR向上へ向けた主な取り組み内容は以下のとおりです。

　（1）ROE向上

　　　①売上高純利益率の向上

　　　　・国内第２世代スマートメーターの本格導入による収益性向上

　　　　・成長市場であるオセアニアでの次世代スマートメーター投入による売上拡大・収益性向上

　　　②総資産回転率の向上

　　　　・運転資金効率の改善

　　　　・非事業用資産の圧縮

　　　 ・株主還元の実施

　（2）PER向上

　　　①サステナビリティ経営の推進

　　　　・人的資本の強化

　　　　・コーポレートガバナンスの強化

　　　　・気候変動への対応

　　　②IR・SRの強化

　　　　・投資家との対話強化

　　　 ・IR資料の充実

詳細は、2026年5月12日に開示しております当社ウェブサイトに掲載の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）につ
いて」をご参照ください。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/news/auto_20260512525016/pdfFile.pdf）

（英文：https://www.osaki.co.jp/en/ir/news/auto_20260512526258/pdfFile.pdf）
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２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,766,600 12.98

THE　HONGKONG　AND　SHANGHAI　BANKING　CORPORATION　LTD　－　SINGAPORE　BRA
NCH　PRIVATE　BANKING　DIVISION　CLIENTS　A/C　８２２１－６２３７９３

3,933,900 8.85

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,096,900 4.72

MM　Investments株式会社 1,684,600 3.79

大崎電気工業取引先持株会 1,597,747 3.59

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,552,368 3.49

九電テクノシステムズ株式会社 1,389,594 3.12

渡辺佳英 1,293,094 2.91

富国生命保険相互会社 1,104,000 2.48

関西電力株式会社 1,000,000 2.25

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

資本構成【大株主の状況】に関する補足説明

（注）次の法人等の大量保有報告書又は変更報告書が公衆の縦覧に供され、以下のとおり株式を保有している旨の記載がなされておりますが、

　　　当社として2026年３月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の全部又は一部の確認ができませんので、2026年３月31日現在

　　　の株主名簿に基づいて記載しております。

・2021年５月12日付変更報告書

　　提出者：ノルウェー銀行

　　保有株式数：１,974千株(株券等保有割合4.01％、報告義務発生日　2021年４月30日）

・2021年９月16日付変更報告書

　　提出者：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

　　保有株式数：１,826千株(株券等保有割合3.71％、報告義務発生日　2021年９月13日）

・2024年７月29日付変更報告書

　　提出者：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

　　保有株式数：同社グループ４社で3,776千株（株券等保有割合7.82％、報告義務発生日　2024年７月22日）

・2025年２月14日付変更報告書

　　提出者：GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED

　　保有株式数：4,262千株(株券等保有割合8.83％、報告義務発生日　2025年2月6日）

・2025年９月19日付変更報告書

　　提出者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

　　保有株式数：同社グループ２社で2,031千株（株券等保有割合4.21％、報告義務発生日　2025年９月15日）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 電気機器
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直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高
1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

水野　正望 他の会社の出身者 △

黒木　彰子 他の会社の出身者

高橋　美波 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他
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会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

水野　正望 ○

水野正望氏は、当社取引銀行である株式
会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱
UFJ銀行）の常務執行役員（業務執行者）
でしたが、2006年6月に退任しており、現
在同行の意思に影響される立場にはあり
ません。なお、直近事業年度末における
同行からの借入額の当社連結総資産に
占める割合は0.02%です。

水野正望氏は、大手金融機関や大手事業会社
等での長年に亘る実務及び代表取締役を含む
経営者経験があるほか、独立行政法人の理事
長も務め、幅広い経験並びに広範な知識を有
していることから、当社のガバナンス強化に資
するとともに、経営全般に適切な助言をしてい
ただける人物であることから、社外取締役とし
て選任しております。

〈独立役員に指定した理由〉

水野正望氏は過去において当社取引銀行の
業務執行者でしたが、2006年6月に退任してお
り、現在同行の意思に影響される立場になく、
このため東京証券取引所及び当社の独立性基
準を満たしており、同氏を一般株主と利益相反
が生じるおそれのない独立役員として指定して
おります。

黒木　彰子 ○ 該当ありません。

黒木彰子氏は、外資系コンサルティング会社や
大手テクノロジー企業等での実務及び経営経
験と、コーポレートガバナンス・人事・ファイナン
スに関する専門知識を有しており、当社のガバ
ナンス強化に資するとともに、経営全般に適切
な助言をしていただける人物であることから、
社外取締役として選任しております。

（独立役員に指定した理由）

黒木彰子氏は、属性情報として該当する事項
はありません。このため東京証券取引所及び
当社の独立性基準を満たしており、同氏を一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員として指定しております。

高橋　美波 ○ 該当ありません。

高橋美波氏は、大手エレクトロニクス・テクノロ
ジー関連企業において、グローバル事業及び
ソリューションビジネスに関する豊富な経営経
験と知見を有しており、当社のグローバル事業
の一層の推進やソリューションビジネス強化に
適切な助言をしていただける人物であることか
ら、社外取締役として選任しております。

（独立役員に指定した理由）

高橋美波氏は、属性情報として該当する事項
はありません。このため東京証券取引所及び
当社の独立性基準を満たしており、同氏を一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役
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補足説明

【指名・報酬委員会の概要】

１．名称「指名・報酬委員会」　

　　・指名・報酬一体型運営

　　・設置、「指名・報酬委員会規程」の制定及び改廃は取締役会決議による。

２．構成

　　・取締役ないし監査役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役及び独立社外監査役から選定する（取締役会決議）。

　　・委員長は独立社外取締役から選定する（取締役会決議）。

　

　　＜現在の構成員の氏名＞

　　　水野正望社外取締役（委員長）

　　　黒木彰子社外取締役

　　　高橋美波社外取締役

　　　渡辺佳英取締役会長CEO

　　　渡辺光康取締役社長執行役員COO

３．役割

　　以下の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に答申する。

　　　①取締役及び執行役員の選解任に関する事項

　　　②代表取締役の選定及び解職に関する事項

　　　③役付取締役及び役付執行役員の選定、選任及び解職、解任に関する事項

　　　④後継者計画（育成含む。）に関する事項

　　　⑤取締役及び執行役員の報酬制度及び報酬決定の方針に関する事項

　　　⑥取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項

　　　⑦取締役の報酬限度額に関する事項

　　　⑧その他、取締役会が必要と判断した事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人と四半期決算ごとに会合を設け、当該期間における監査の方法及びその結果について報告・説明を求めるとともに、情
報・意見交換を実施し、監査の充実・強化に努めております。また、内部監査を担当する経営監査室から原則月1回内部監査結果について報告を
受けるとともに、意見交換を実施し、監査の質を高めております。

　監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告等を受けた
場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を
講じます。

　独立社外取締役と独立社外監査役は、経営方針、取締役等経営陣の体制・業務執行状況等経営全般に関わる重要な事項について、独立した
客観的な立場から情報交換・認識の共有を図るため、定期的な会合を設ける等連携し、取締役会における議論に活用しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

10 / 24



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山中　俊人 他の会社の出身者

北井久美子 弁護士

河合　千尋 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山中　俊人 ○ 該当ありません。

山中俊人氏は、大手金融機関における営業・
企画・部店経営など幅広い実務経験と、傘下に
大手酒造メーカー、海外食品卸企業グループ、
バイオ企業を持つ持株会社の常勤社外監査役
としての12年間の実績に基づく、財務・会計等
に関する豊富な知識と経験を有していることか
ら、社外監査役として選任しております。

（独立役員に指定した理由）

山中俊人氏は、属性情報として該当する事項
はありません。このため東京証券取引所及び
当社の独立性基準を満たしており、同氏を一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員として指定しております。

北井久美子 ○ 該当ありません。

北井久美子氏は、弁護士としての専門知識の
ほか、中央省庁等の要職を歴任した幅広い見
識と、上場企業の社外取締役や社外監査役と
しての実績を有することから、当社の監査業務
に活かしていただけるものと判断し、社外監査
役として選任しております。

（独立役員に指定した理由）

北井久美子氏は、属性情報として該当する事
項はありません。このため東京証券取引所及
び当社の独立性基準を満たしており、同氏を一
般株主と利益相反が生じるおそれのない独立
役員として指定しております。

河合　千尋 ○ 該当ありません。

河合千尋氏は、監査法人での勤務経験や公認
会計士・税理士資格を取得し会計事務所・法人
を開業・開設し経営に携わるなど財務・会計等
に関する豊富な知識と経験を有していることか
ら、社外監査役として選任しております。

（独立役員に指定した理由）

河合千尋氏は、属性情報として該当する事項
はありません。このため東京証券取引所及び
当社の独立性基準を満たしており、同氏を一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員として指定しております。
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【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　当社は、社外役員の選任について、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を踏まえた当社の独立性基準を策定しております。な
お、当社の独立性基準は当社ウェブサイトに掲載しております。

　（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance/main/08/teaserItems1/01/linkList/0/link/Independent%20officers.pdf）

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役（非業務執行者を除く。）の報酬は中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するような体
系が望ましいと考えております。このため、2022年3月期以降の報酬体系は、従来の基本報酬と株式報酬（株式報酬型ストックオプション）の組み
合わせから、基本報酬と中期インセンティブの向上を企図した株式報酬（譲渡制限付株式）、さらには短期インセンティブの向上を企図した業績連
動報酬（金銭報酬）の組み合わせに変更し、「攻めのガバナンス」の実現を目指しております。

＜取締役及び監査役の報酬等の決定方針＞

後述の、【取締役報酬関係】の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

＜取締役及び監査役の報酬等についての総会の決議に関する事項＞

当社取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第92回定時株主総会において年額3億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給
与を含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日
開催の第107回定時株主総会において、新たに譲渡制限株式付与のための報酬枠を年額1億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給
与を含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名（うち社外取締役2名）です。

当社監査役の金銭報酬の額は、2025年6月27日開催の第111回定時株主総会において年額8,000万円以内と決議しております。当該定時株主総
会終結時点の監査役の員数は4名（うち社外監査役2名）です。

＜譲渡制限付株式報酬制度の概要＞

（１）譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年以内で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契
約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制
限」という。）。

（２）退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当
な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件とし
て、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記（２）に定める任
期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解
除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限
が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
おいては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日ま
での期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上
記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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【ご参考】

2021年6月25日開催の第107回定時株主総会決議により、譲渡制限付株式報酬導入にともない株式報酬型ストックオプション制度は廃止しており
ます。

当該事業年度末における当社役員の当該廃止制度による新株予約権等の保有状況については、「第112回定時株主総会招集ご通知」の事業報
告「３．会社の新株予約権等に関する事項」（当社ウェブサイトhttps://www.osaki.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html）をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告において、取締役、監査役の別に各々について報酬等の額を開示しております。

　　　　　　　　　　 （支給員数）　　　（報酬等の総額）　　（基本報酬）　　　　（業績連動報酬）　　　（非金銭報酬等）

取締役　 　　　　　　　　７名　　　　　　３２０百万円　　　　　１９８百万円　　　　　　７４百万円　　　　　　４６百万円

（うち社外取締役）　（　３名）　　　　　（３７百万円）　　　　（３７百万円）　　　　　　（―）　　　　　　　　　　（―）

監査役　　　　　 　　　　４名　　　　　　　６１百万円　　　　　　６１百万円　　　　　　 ―　　　　　　　　　　　 ―

（うち社外監査役）　（　２名）　　　　　（２０百万円）　　　　（２０百万円）　　　　　　（―）　　　　　　　　　　（―）

　　　計 　　　 　　 　　１１名　　　　　　３８１百万円 　　　　 ２６０百万円　　　　　　７４百万円　　　　　　４６百万円

（うち社外役員）　　（　５名）　　　　　（５７百万円）　　　 　（５７百万円）　　　　　　（―）　　　　　　　　　　（―）

（注）　１．上記社外役員は社外取締役及び社外監査役に対する報酬額であります。

　　　　２．非金銭報酬等は、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式を付与しており、当該事業年度の

　　　　　　費用計上額を記載しております。

　　　　３．業績連動報酬は、当該事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めており、当該決定方針は、委員の過半数を独立社外
取締役及び独立社外監査役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会決議にて決定しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性や妥当性を検討しており、取締役会も基本的
にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

　なお、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

　取締役の個人別の報酬額の具体的内容については、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の委任決議に基づき取締役会長CEO
（代表取締役）渡辺佳英及び取締役社長執行役員COO（代表取締役）渡辺光康の両氏が決定しております。委任の理由は、指名・報酬委員会の
審議を経て客観性や妥当性が確保されていることと、両氏が当社グループの経営環境や状況を最も熟知し総合的な判断が可能であると判断して
いるためであります。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

　2022年３月期より、中長期的な業績向上のインセンティブを強化し、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬型ストックオプ
ション制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度（社外取締役を除く。）を導入致しました。また、短期的な業績向上のインセンティブを強化す
るべく、2006年６月29日開催の第92回定時株主総会において決議された年額３億円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。）
の内枠として運用する業績連動報酬制度を導入致しました。

《基本方針》

当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上及び企業競争力の強化のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、業績向上へのインセン
ティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び譲渡
制限付株式により構成し、その支給割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な割合となることを方針とする。なお、
監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
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《基本報酬》

基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等勘案し
て、適宜、見直しを図るものとする。

《業績連動報酬》

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結及び単体営業利益
率を基準として目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。

《譲渡制限付株式》

株主との価値の共有を図り、中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を3
0年以内とする譲渡制限付株式を、毎年一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位、職責等を踏まえて決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　取締役は６名でそのうち３名が社外取締役となっております。社外取締役の補佐は、秘書課を含む総務部及び法務・ガバナンス部等関係する部
署の役職員が務めております。

　監査役は４名でそのうち３名が社外監査役（うち１名は常勤監査役）となっております。監査役室には監査役の職務を補佐すべき使用人１名を専
属スタッフとして配置しており、資料の事前配付、事前説明及び報告等の業務サポートを行っております。
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２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

○監査役会設置会社

　当社は、監査役制度を採用しております。当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役監査体制により経営監視機能を果たしておりま
す。監査役は４名で構成され、うち３名が社外監査役かつ独立役員となっております。また、社外監査役３名のうち１名は常勤の社外監査役であり
ます。社外監査役は社外からのチェック機能を果たし、経営監視機能の独立性、客観性を確保しております。

　

○業務執行

　取締役会は、経営の公正性、透明性などを確保するため、業務執行取締役及び執行役員に対する監督機能を担う一方、法令及び取締役会規
程により取締役に委任することができない決議事項や重要な業務執行について意思決定を行います。

　上記の決議事項や重要な業務執行以外の意思決定及び業務執行については、各業務執行取締役及び執行役員に権限の委譲を行い、取締役
会はそれらの業務執行の状況の報告等を受け、適切に監督を行います。

　取締役会は原則として毎月１回開催するほか必要に応じて開催し、重要案件については議論の深化や決定プロセスの明確化を念頭に事前協
議の場としての経営協議会も設置しており、経営環境の変化に機動的に対応し、効率的な運営に努めております。

　また、社内取締役で構成される経営会議を原則週１回開催し、大崎電気グループの企業集団に影響を及ぼす経営課題等について多面的な検
討、協議を行っております。加えて執行役員会議を原則として毎月１回開催し、執行者幹部出席のもと全社的な情報共有を推進するとともに執行
業務の迅速化を図っております。

　なお、グループガバナンスとして、当社、株式会社エネゲート及びEDMI Limitedの3社の活動報告を行うグループ幹部会を毎月1回開催しておりま

す。

○監査

　監査役監査は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い各監査役が実施しております。監査役は、経営監視機能として、取締役会、
経営協議会、グループ幹部会等の重要な会議に出席するほか、常勤監査役１名は経営会議に出席し、適宜意見を述べております。

　また、監査役会は代表取締役と定期的な会合を設け意見交換を行っております。

　なお、監査役会は、会計監査人に対する評価基準を作成し、会計監査人を適切に評価しております。また、会計監査人に求められる独立性と専
門性については、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な監査業務の品質管理システム等を遵守しているかについて、確認を行ってお
ります。

　会計監査については、会計監査人から半期ごとにレビュ－結果及び年度監査の進捗状況について報告を受け、必要に応じて意見交換を行って
おります。

　内部監査については、独立した組織として取締役社長を責任者とする経営監査室を設置し、監査員３名を配置しております。

○会計監査人

　当社は、第１０８期からＲＳＭ清和監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

　第１１３期において当社の会計監査業務を執行する公認会計士は以下のとおりです。

　　業務執行社員　　筧　 悦生

　　業務執行社員　　村山大二　 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○指名決定

　当社は、委員の過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とする指名・報酬委員会を設けております。

取締役・監査役候補者（再任を含む。以下同じ。）の指名に際しては、スキル（知識・能力・経験）、人格、職務遂行状況を総合的に判断して、代表
取締役が候補者を選定し、その選定の妥当性を同委員会で審議したうえで、取締役会において、同委員会の答申を踏まえ、選任議案を審議して
おります。

　また、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会の同意を得るものとしております。

　

○報酬決定

　「１．機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記述した「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照くださ
い。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は監査役会設置会社を採用しています。独任制や常勤監査役の存在など、強力な権限を持つ監査役会の存在が、取締役及び取締役会へ
有効な牽制機能を発揮するものと考えております。

　また、当社は豊富な経営経験や実務知識並びにこれらにもとづく高い見識を有している方を独立性ある社外取締役を３名、社外監査役を３名選
任（うち１名は常勤監査役）して、経営に対する監視・監督機能を強化しております。

　さらに、取締役会がグループガバナンスの強化に軸足を移したことに伴う執行役員制度の導入により、取締役会の監督機能がさらに高まり、同
時に執行の機動性も確保できており、これら一連の体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最適であると考えております。
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
・当社及び東証ウェブサイトへの電子提供措置は、法定期日の前日に掲載。

・「アクセス通知＋株主総会参考書類」（サマリー版）及び交付書面は、法定期日の１日前
に発送。

電磁的方法による議決権の行使 ・インターネット等による議決権行使を可能としています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

・議決権行使プラットフォームに参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供 ・アクセス通知、株主総会参考書類部分について英文で提供しております。

その他 ・電子公告制度を採用。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ウェブサイトに「ＩＲポリシー」を掲載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/policy.html）

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年に4回（本決算発表後、四半期決算発表後）IR説明会を開催し、決算及び中
期経営計画について説明しております。なお、説明会資料は当社ウェブサイト
で開示しております。

また、機関投資家や証券アナリストとの個別面談、スモールミーティング等を実
施しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
海外機関投資家の日本拠点との面談、オンラインによる海外投資家との面談
を実施しております。

なし

IR資料のホームページ掲載

決算短信、決算説明資料、有価証券報告書、説明会資料、事業報告書、統合
報告書、アニュアルレポート(英文）、インベスターズガイドを当社ウェブサイトに
掲載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/ir/library.html）

IRに関する部署（担当者）の設置 グループ経営本部にコーポレートコミュニケーション部を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

OSAKIグループ企業行動憲章に規定しています。

https://www.osaki.co.jp/ja/profile/philosophy/charter.html

コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方及び基本方針に規定しています。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/c_governance.html

リスクマネジメント基本方針の行動指針として規定しています。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/governance/riskmanagement.html
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環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、「大崎電気グループサステナビリティ基本方針」を定め、環境の保全と社会の持続
的な発展に貢献するとともに、当社グループのリスクの低減・収益機会の獲得を通じた持
続的な成長をめざしております。

大崎電気グループサステナビリティ基本方針は、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/Sustainability.html

以下に環境・人権分野に関する主な取り組みを示します。

【環境保全活動】

当社グループは、取締役社長執行役員COOを委員長とするサステナビリティ推進委員会を
設置し、環境に対する基本的な行動基準である「大崎電気 環境憲章」並びに「大崎電気グ

ループ 環境方針」にもとづき、当社並びに社会における環境負荷低減に向けた取り組みを

推進しております。

具体的には、埼玉事業所や一部子会社ではＩＳＯ１４００１を認証取得しており、温室効果ガ
ス排出量や廃棄物等の環境負荷の低減、再生可能エネルギーの導入、環境マネジメント
システムの実施、グリーン調達基準書に基づく環境に配慮した資材調達活動などに取り組
んでおります。

また、当社グループは温室効果ガス排出量について、2030年度に2023年度からScope1,2
は42%以上、Scope3は「購入した製品・サービス」、「販売した製品の使用」による排出量に
ついて25%以上の削減することを目標に掲げ、活動を行っております。これらの目標につい
て、パリ協定が求める水準と整合していることが、SBTi（Science Based Targets initiative）

によって2025年3月に認定されました。

環境保全へ向けた取り組みは、当社ウェブサイトに掲載しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/environment.html）

【人権尊重の取り組み】

大崎電気グループは、人権尊重を事業活動の根幹と位置づけ、企業行動指針である「大
崎電気グループ企業行動憲章」において「グローバル社会におけるすべての人々の人権を
尊重し、いかなる差別も行わない」ことを宣言しております。その確実な実践を期すため、
「大崎電気グループ人権方針」を策定し、社内浸透を図っております。同方針の制定並び
に実践にあたっては、国連人権宣言、国連ビジネス人権に関する指導原則、国連グローバ
ルコンパクト、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針、子どもの権利とビジネス原則等の国際規範を
支持するとともにその理念を反映しております。同方針に定める主な取り組みは以下のと
おりです。

１． 適用法令の遵守

２． 従業員の人権尊重

３． サプライチェーンにおける人権尊重

４． 人権デューディリジェンスの実施

人権尊重へ向けた取り組みは、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/social/humanrights.html

また、大崎電気グループのサプライチェーンにおける労働環境が安全であること、ビジネス
が倫理的で、かつ人権と環境を尊重して行われることを確実なものとするために「大崎電
気グループ サプライチェーンCSR推進ガイドライン」を策定し、サプライヤー様に賛同いた

だくCSRの取り組みを支援しております。

「大崎電気グループ サプライチェーンCSR推進ガイドライン」は、当社ウェブサイトに記載し

ております。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/social/withbusinesspartner.html

上記に加え、「大崎電気グループ社会貢献方針」を制定し、「良き企業市民」として社会課
題の解決に積極的に参加することを宣言しており、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/social/policy.html

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

お客様や株主・投資家のみなさま、地域社会のみなさま、その他社会の多くのみなさまとコ
ミュニケーションを密にし、企業グループの情報を的確かつ公正に開示します。これらは
「大崎電気グループ企業行動憲章」に規定しております。

（https://www.osaki.co.jp/ja/profile/philosophy/charter.html）
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その他

【健康経営に関する取り組みについて】

「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に７年連続で認定

---心身ともに健やかに日々の仕事に邁進できるよう社員の健康を支援---

当社は2018年より「健康経営」に関する様々な取り組みを持続的に実施してきました。

『変わる、OSAKIを体現する人財の健康増進、パフォーマンス向上』を目指し、①体調不良
等に伴う生産性の低下をなくす、②仕事満足度の向上、③こころの健康、の実現を目指し
て様々な視点から社内での取組を行ない、このたび経済産業省と日本健康会議が共同で
選定する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人
部門）」に2020年度より７年連続で認定されました。

今後も従業員の健康管理を経営的視点で捉え、健康課題に対する目標・取り組み・評価・
改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、従業員一人ひとりが活き活きと心身とも健やかに日々の
仕事に邁進できるよう健康支援活動を継続していきます。

詳細につきましては、以下当社ウェブサイトに掲載しております。

サステナビリティ「従業員とともに/健康経営」

（https://www.osaki.co.jp/ja/sustainability/social/withemployee/health.html）

※「健康経営」は、非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業

　　 集団の業務の適正を確保するための体制　

　　　当社は、２００６年５月１０日開催の当社取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議し、基本方針に基づく体制の整備を行

　　っております。なお、本決議は、２００８年３月１１日、２００９年３月１７日、２０１０年３月１５日、２０１２年３月２１日、２０１３年６月２７日、２０１５年

　　５月８日並びに２０２３年３月２８日に改定を行なっており、下記は最新（２０２３年３月２８日一部改定）の決議の概要です。　　

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　 a. 当社は、コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款、社内規程及び社会規範の遵守、並びにハ

　　　ラスメント行為を防止するための、「大崎電気グループ企業行動憲章」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定めるほか、「大崎電気グルー

　　　プコンプライアンス・ハンドブック」を発行し、その周知徹底と遵守の推進を図る。

　 b. 当社は、「大崎電気グループ経営管理規程」に基づき、子会社各社における内部統制体制の実効性を高めるための諸施策を立案・実施し、

　　　子会社への指導・支援等を行う。

　 c. 経営監査室は、当社及び内部監査部門のない子会社各社の内部監査を計画的に実施し、業務の適正性や効率性を監査し、コンプライアン

　　　ス体制の強化・改善を図る。

　 d. 大崎電気グループは、ヘルプライン制度の適切な運営により、取締役及び使用人の法令等違反行為やハラスメント行為等の早期発見と是

　　　正を図り、コンプライアンス体制の強化に努める。

　 e. 大崎電気グループは、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき業務を運営し、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保す

　　　る。

　 f. 大崎電気グループは、「大崎電気グループ企業行動憲章」に基づき、社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢

　　　力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　 a. 当社は、取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱については、「取締役会規程」ほか社内規程に従い、職務の執行に係る情報を文書

　　　又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

　 b. 当社の取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　 a.当社は、当社の各部署及び各委員会（コンプライアンス、サステナビリティ推進、品質管理、ＰＬ、安全保障輸出管理）が、「リスク管理規程」

　　　及び「リスクマネジメント基本方針」に基づきリスクの特定、分析、評価を行いリスク、リスクマップを作成する。また、認識されたリスクに対し

　　　必要な対策を講じリスクの低減を図る。子会社については、各社において同様の体制が整備されるよう指導するとともに、不測の事態が発生

　　　した場合には、当社に適切な情報が伝達される体制を整備・運用する。

　 b.経営監査室は、内部監査により当社及び内部監査部門のない子会社各社のリスク管理状況を監査する。その結果を定期的に当社取締役

　　　会に報告し、当該取締役会において改善策を審議決定する。

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　 a. 当社は、毎期初に取締役が共有する当社及び大崎電気グループ全体の目標を定め、この目標達成に向けて具体的な年度事業計画を策

　　　定する。また、月次・四半期ごとに目標の達成状況をレビューし、結果を当社各部門及び子会社にフィードバックすることにより、業務の有効

　　　性・効率性を確保する。

　 b. 当社は、取締役会を原則として毎月１回開催するほか必要に応じて開催し、大崎電気グループの経営環境の変化に機動的に対応し効率的

　　　な運用に努める。また、その事前協議の場として経営協議会を設置し、議論の深化や決定プロセスの明確化を図る。

　 c.当社は、経営会議を原則として毎週１回開催し、大崎電気グループの企業集団に影響を及ぼす経営課題等について多面的な検討、協議を行

　　　う。

　 d. 当社は、執行役員会議を原則として毎月１回開催し、執行者幹部出席のもと全社的な情報共有を推進するとともに執行業務の迅速化を図

　　　る。

　 e.当社は、グループ幹部会を原則として毎月１回開催し、グループガバナンスとして、当社、株式会社エネゲート及びEDMI Limitedの３社の活動

　　　状況について報告を行う。

　 ｆ.当社及び子会社の日常業務は、それぞれの「職務権限規程」、「稟議規程」等に基づ き業務を遂行する。

５．当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　 a. 当社の子会社は、「大崎電気グループ経営管理規程」に基づき、当該子会社に係る重要な経営事項について当社に報告する義務を負う。

19 / 24



　 b.当社は、原則として国内子会社については、グループ経営協議会を開催し、当該子会社の業績その他必要な事項の協議を行う。また、主

　　　要な海外子会社については、業績その他重要な経営課題等を当社取締役会に定期的に報告する。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立　

　　性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　 a. 監査役の職務を補助すべき専任の使用人を配置することとする。

　 b. 監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その人事異動につ

　　　いては監査役の同意を得る。

７．当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人（以上の者から報告を受けた者を含む）が当社の監査役に報

　　告をするための体制と当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　 a. 当社は、大崎電気グループの取締役、使用人及び子会社監査役が、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正の事実又は企業

　　　集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく当社の監査役に報告する体制を確保する。

　 b. 当社は、大崎電気グループの取締役、使用人及び子会社監査役が、法定の事項に加え、企業集団に重大な影響を及ぼす事項、内部監査

　　　の実施状況、グループヘルプライン制度による通報状況及びその内容を遅滞なく当社監査役に報告する体制を確保する。

　 c. 大崎電気グループは、ヘルプライン制度により通報したことを理由として、当該通報者に対し解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わな

　　　い。

８．当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　 a. 当社の取締役は、監査役による監査が円滑に行われることを確保するため、監査に係る諸費用について必要な予算措置を行う。

９．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　 a. 当社取締役会は、業務の適正を確保するため、当社の取締役会、経営協議会及び経営会議等重要な会議への監査役の出席を確保する。

　 ｂ. 当社代表取締役は、監査役と定期的に意見交換する機会を確保する。

（２）当該体制の運用状況の概要

１．コンプライアンスに関する取組状況

　　a. コンプライアンス委員会を年7回開催し、リスク管理状況のモニタリングの実施と、ヘルプライン制度に基づく通報案件について審議した。

　　b. コンプライアンス関連研修として、役員向けの会社法勉強会、新入社員向けのコンプライアンスセミナー、若手社員向けコンプライアンスセ

　　　ミナー、技術者向け契約等セミナー、贈答・接待取り扱い規程に関するセミナー、取適法に関するセミナー、インサイダー取引に関するWEBセ

　　　ミナーを実施した。

　　c. 当社内部監査部門による監査は、当社については4部署に対して実施したほか、昨年実施した部署の改善状況を確認するフォローアップ

　　　監査を7部署実施した。また、子会社4社に対する監査実施と昨年実施した子会社のフォローアップ監査を2社実施するとともに、独自に内

　　　部監査を実施する子会社1社のモニタリングも実施し、さらには全部署を対象にした書面による年1回の自己監査も継続実施して、監査の

　　　実効性の強化を図っている。

　　d. ヘルプライン制度については、2016年12月から経営陣から独立した外部通報窓口として法律事務所を加え、監査役会への報告ラインも明

　　　確化している。さらに2023年3月には、通報対象についてもハラスメント行為を明記するなどの改正を実施した。今年度通報実績は5件（うち

　　　ハラスメント5件）あり、審議を重ねた上で適切に対応している。

　

２．損失の危機の管理に関する取組状況

　　a.2021年度から、グループ経営基盤の強化の一環として、『事業リスク』と『管理リスク』に分離する管理方法・体系に変更し、グループリスク管

　　　理の強化を図っている。『事業リスク』については、中期経営計画・事業計画の達成を阻害する要因を月次単位で管理し、『管理リスク』につ

　　　いては、「コンプライアンス」「人材・労務」「システム障害・情報漏洩」「自然災害・感染症等」を柱に、半期ごとに計画に対する運用状況につ

　　　いてモニタリングしている。

３．職務の執行が効率的に行われることに関する取組状況

　　a. 期初に事業計画を策定し、毎月のグループ幹部会及び四半期ごとの取締役会で達成状況を報告。問題点はその都度解決策を検討し、実

　　　施した。

　　b. 取締役会は、今年度は18回開催し、大崎電気グループの経営環境の変化に機動的に対応し効率的な運用に努めた。また、重要案件につ

　　　いては議論の深化や決定プロセスの明確化を念頭に事前検討の場としての経営協議会を設置しており、今年度は17回開催した。なお、子

　　　会社は取締役会を原則毎月又は3か月に1回開催し、職務の効率的運用に努めた。

　　c. 経営会議は、原則週1回開催し、大崎電気グループの企業集団に影響を及ぼす経営課題等について多面的な検討、協議を行った。

　　d. 執行役員会議は、原則毎月1回開催し、執行者幹部出席のもと全社的な情報共有を推進するとともに、執行機能の迅速化を図った。

　　e. グループ幹部会は、原則毎月1回開催し、当社、株式会社エネゲート及びEDMI Limitedの3社の活動報告によりグループガバナンスの強化

　　　に努めた。
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　　f. 業務効率化と実態との乖離解消の観点から、2026年1月に当社の「職務権限規程」を改正した。

　　g. 指名・報酬委員会（委員の過半数を独立社外取締役及び独立社外監査役とし、委員長を独立社外取締役とする）は、今年度は6回開催し、

　　　指名・報酬関連事項について審議した。

　　h. 子会社は、大崎電気グループ経営管理規程に基づき、当該子会社に係る重要な経営事項について適宜当社グループ経営本部に報告した。

　　i. 国内子会社は、2025年6月に大崎電気グループ経営協議会を開催し、業績等の計画、実績及び経営課題等を当社の経営幹部に報告した。

　　　また、主要な海外子会社2社は、年2回当社取締役会に中期経営計画、実績及び経営課題等の報告を行うとともに、グループ幹部会や経営

　　　会議などで月1回月次報告も行っている。

４．監査役監査の実効性の確保等に関する取組状況

　　 a. 監査役の職務を補助すべき専任の担当者1名を配置。当該担当者は監査役の指揮命令下で職務を遂行している。

　 　b. 監査に係る諸費用は予算措置を行い、すべて会社の経費として処理した。

　　 c. 監査役は、当社の取締役会、経営協議会及び経営会議等重要な会議へ出席したほか、当社代表取締役との会合を1回開催し、意見交換

　　　を行った。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　大崎電気グループは、「大崎電気グループ企業行動憲章」により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、

　毅然とした態度で対応するとの基本方針を定めております。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　 １．当社は、総務担当部門を反社会的勢力及び団体への対応統括部署とし、当該部門の統括責任者である総務部長を不当要求防止責任者

　　　 としております。

　 ２．「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、平時より警察署、弁護士等の外部の専門機関と情報交換等連絡を密にし、不当要求の発生等有

　　　 事の際は、外部専門機関と連携し組織的に対応する体制としております。

　 ３．「内部統制システム構築の基本方針」に、反社会的勢力との関係遮断を追加し、当社及びグループ各社の社内体制の整備を強化 してお

　　　　ります。
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Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（１）会社情報の適時開示に関する基本的な考え方

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくために、会社情報の適切な開示及びステークホルダーの皆様との建設的対
話は極めて重要な経営課題であると認識しております。

　金融商品取引法等の諸法令や東京証券取引所の定める規則を遵守し、適時・適切かつ公平な情報開示を行うとともに、経営の効率性、透明性
を高めるため、上記の法令・規則等に該当しない情報であっても積極的かつ迅速な情報開示に努めます。

（２）会社情報の適時開示に係る社内体制　

・取締役会において承認された重要な決定事実並びに決算情報は取締役社長執行役員の指示によりグループ経営本部長（取締役専務執行役
員）が情報開示を行います。

・業務執行部門及びグループ会社にて発生した重要事実はグループ経営本部に報告されます。グループ経営本部ではこれらの報告事項につい
て、コーポレート本部と連携して適時開示に関わる規則に基づき開示の必要性の確認・チェックを行います。

・開示事項に該当する場合にはグループ経営本部長は必要に応じ取締役会に報告し取締役社長執行役員COOの指示により遅滞なく情報開示を
行う体制としております。
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